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令和３年度労働保険年度更新の周知広報について （依頼）

　

時下、 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　

平素より労働保険業務の運営につきましては、格段のご理解とご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。

　

さて、 令和３年度の労働保険の年度更新手続きは６月１日 （火） から７月１２日
（月）までの間に行っていただくこととなりますが、これら申告・納付を事業主等
に対して広く周知・啓発を図るため、別紙を参考に貴機関が発行する広報誌等に掲
載いただければ幸いです。

　

また、 同封のポスターにつきましても年度更新期間の終期 （７月 １２日） まで掲
示していただきますよう重ねてお願い申し上げます。

　

なお、労働局では、各種届出や申請などに電子申請の利用促進を行っており、労
働保険の申請についても利用を勧めておりますので、同封のリーフレットにつきま
しても掲示等していただきますよう併せてお願い申し上げます。

担当：石川労働局

　

労働保険徴収室

　　

適用第２係

　

今井、 西村

　　　

四
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『労働保険年度更新申告・納付の手続きはお早めに』

今年も労働保険年度更新の申告・納付時期となりました。
令和３年度の年度更新時期は６月１日 （火） から７月１２日 （月） までとなって

おりますので、 この期間内に申告・納付手続きをお済ませ下さい。

　

なお、 電子申請を利用すれば自宅やオフィスから２４時間いつでも手続きが可能

ですので、 是非ご利用ください。

　

また、保険料申告書の集合受付を別表のとおり開催しますのでご活用下さい。集

合受付日以外でも各労働基準監督署及び石川労働局において随時、申告書の受付を

行っています。

◇お問い合わせ先◇

　

石川労働局

　

労働保険徴収室

　

〒９２０－００２４

　

金沢市西念３‐４－１金沢駅西合同庁舎５階

　

電話 ０７６‐２６５一４４２２

Ｌ
－－－－－－…－－…－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

※本紙及びポスターのデータがご入用であればメールにて提供いたしますので、

　

ご連絡をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

メ ールアドレス：ｉｓｈｉｋａｗａ－ｃｈｏｕｓｈｕｕ．ｅ８７＠ｍｈｌｗ．ｇｏ，ｊｐ

また、広報誌等にご掲載いただいた場合には、お手数ですが、担当まで該当箇

所をＦＡＸ等により送付いただけると幸いです。



Ｌ同声面言年頭「７ｉｌ耐努面窟了矛面標弼扉Ｅ震琵覆肩ｉＥ善書「至言面罵顔面ｉ言］
本年度の労働保険年度更新申告書の受付については、下記の日時・場所において受付会場を設置いたしますので‐最寄りの会場にて申告書をご提出くださいますようお願いいたします。
当日、都合がつかない場合には、別日の最寄りの会場へお越しいただくか、電子申請（ｅ－Ｇｏｖ）による提出又は各労働基準監督署、石川労働局労働保険徴収室へ郵送で提出していただくこともできます。

◇年度更新申告書に関するお問い合わせ◇
年度更新コールセンター

　

０８００一５５５一６７８０

′会三ぢテコと，盗ま二圭三テ誓言院（誓言覆土；
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日

　　　

時

６月１６日二水

６月１７日

　

木

場

小松日の出合同庁舎
６階

　

共用会議室

所

小松市日の出町１‐１２０

対象地域

管内全域

　　　　

　

　　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

：

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所

　　　　　　　　　　　　　

： 対象地域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旧 鶴来町～１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔

　

１日白峰村

　

－

－，ｉ

　　　　　

…
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ｉ

　　　　　　　　　　　　　　

：

　　　　　　　　　　　　　　　

． 白山市
≦６月２４日ミ木・

　　　　　　　

白山商工会議所

　　　　　　

‘

　

白山市西新町，５９一２

　　　　

１－， 旧 松任市

　　　　　　　

↓１０：００～１５：３０…

　　　　　　　　　　　　　　　　

：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旧 美川町

１６月２５日ナ金，

　　　　　　

ー

　

津幡町文化会館 シグナス

　　

； 河北郡津幡町北中条３一，

　　

±

　

かほ〈市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

津幡町
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，，７月６ 日…火，

－罰 事 官 尿
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ｉ
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合
議
同
室
庁舎

　　　　　　　　　　　　

金沢市

　

－
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金沢市西念３ー４一１

　　　　　　

１ 野々市市
ｒ

　　　　

…

　

ｉ

　　　　　　

÷

　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　

１ 内灘町

　 　 　 　

　　　

　

　　　　　　

　

　　　　　　

　

　　　

　
Ｌ７月１２日ｉ月：

金沢労働基準監督署

　　　

〒９２１‐８０１３

　

金沢市新神田４‐３‐１０

　

金沢新神田合同庁舎３階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号（０７６）２９２‐７９３８

　　

１
，．

　　　　　

ｕ．

七尾労働基準監督署管内（管轄０３）
時

６月９日

　

水

６月１１日

　

金

６月１７日

　

木

６月２３日１水 １０：００～１５：００

６月２５日

　

金

６月３０日

　

水

７月１ 日

場

ハローワーク羽咋 羽咋市南中央町キ１０５－６ 羽咋市・宝達志水町
志賀町・中能登町

七尾労働基準監督署 七尾市小島町西部２ 管内全域

ハローワーク羽咋 羽咋市南中央町キ１０５一６ 羽咋市・宝達志水町
志賀町・中能登町

志賀町文化ホール 羽咋郡志賀町高浜町力１ー１ 志賀町

七尾労働基準監督署 七尾市小島町西部２ 管内全域

七尾労働基準監督署

七尾労働基準監督署

　

所

七尾市小島町西部２

　

－ｒ

　

ｉ

　

　 対象地域

管内全域

七尾労働基準監督署

　　　　　　

〒９２６‐０８５２

　

七尾市小島町西部２

　

七尾地方合同庁舎２階
電話番号 （０７６７）５２－３２９４

加賀地方合同庁舎
２階 会議室 加賀市大聖寺菅生イ７８一３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

加賀市

小松日の出合同庁舎６月２３日 水
．

　　　

・
６階 共用会

。
諺壁 小松市日の出町１－１２Ｏ

　　　

管内全域

６月２４日 木 ・ｏ：ｏｏ～・５：ｏｏ

　

駁 繋 星福祉会館

　　　

能美市辰口町ヌ・ｏ

　　　　

髭 麹

　　　　　　　　　　　　　

加賀地方合同庁舎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
６月２９日．火

６月３０日

　

水

加賀市大聖寺菅生イ７８一３

　　　　　

加賀市

　

２階 会議室

　

小松日の出合同庁舎
小松市日の出町１一１２０

　　　　　　

管内全域

　

６階

　

共用会議室

　

加賀地方合同庁舎７月８日 木

　　　　　

， ２階 会議富

　　　　　　

加賀市大聖寺菅生ィ７８－３

　

・

　

加賀市

７月，２日
．
月

　　　　　　　　　

小松日の出合同庁舎
小松市日の出町１－１２０

　　　　　　

管内全域

　　　　　　　　　　　　　　

６階

　

共用会議室

小松労働基準監督署

　　　　

〒９２３‐０８６８

　

小松市日の出町１‐１２０

　

小松日の出合同庁舎７階

ｒ”ゴーテー二主にミニメミー▼二：どじ三：ざこぎキー：こぎ・

　　

日

　　　　

時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　

場

　　　　　　

所

　　　　　　　　　　　　　　　

対象地域

６月

　

９ 日

　

，水，

　　　　　　　　

穴水労働基準監督署

　　　　　　

風珠郡穴水町字川島キ８４

　　　　　　

穴水町
一－－．－－－－－－１０，００～１５，００：一芸階－

署
ふ
務選

はヱ；一－－－－－－
６月１０日 木・

　　　　

． 邪階
島勢力用

甘
会裂

け『 輪島市鳳至町畠田９９－３

　　　

輪島市

　　　　

－

　

：
Ｉ０；３０～ー２：００：

　

ハローワーク能登

　　　　　　　　

鳳珠郡能登町字宇出津新港３‐２

　　　

珠洲市

６月１６日．水 －Ｗ－

　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　

ー２

　　　　　　　　　　

，

　　

．，

　

能登町

　　　　　　

．１４：００～１５：３０：

　

輪島市役所

　

町野支所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輪島市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

輪島市町野町粟蔵川原田２２

　　　　　　

・

　　　　

」１４！０ ５：３０： 輪島市役所 町野支所

　　　

輪島市町野町粟蔵川原田２２

　　　

町野町

　　　　　　　　　　　　　

． 輪島市６月１７日
．
木．１０：３０～１２：００

・

　

輪島市役所

　

門前総合支所 輪島市門前町走出６‐６９

　　　　　　

門前町

６月２３日

　

水．

　　　　　　

ｒ

　

穴水労働基準監督署

　　　　　　

風珠郡穴水町字川島キ８４

　　　　　

穴水町
一－－‐‐ 」 １０，００～１５，００」 馨；－仙

事変
△
室
日と△

６月 ２４日，木
・

　　　　　

雛階
島地雑用

Ｅ
会
回巌ｒ 輪島市鳳至町畠田９９－３

　　　　

輪島市

穴水労働基準監督署

　　　

〒９２７‐００２７

　

風珠郡穴水町字川島キ８４

　

穴水地方合同庁舎２階
電話番号 （０７６８）５２‐１１４０

電話番号 （０７６１）２２‐４３１７

石川労働局 総務部

　

労働保険徴収室
〒９２０一００２４

　

金沢市西念３‐４‐１金沢駅西合同庁舎５階
電話番号 （０７６）２６５‐４４２２

☆労働保険事務組合に係る申告書の提出は、別途指定する集合受付会場をご利用いただくか、五ｕ－」労働局労働保険徴収室のュ窓口へ提出してください。



働き方改革関連法のポィント及び相談窓口１圏 鰹

　　　　　　　

・１か月４５時間、年３６０時間が原則

　　　　　　　　　　　　　　　

労働時間相談・

時間外労働の上

　

鱈的鞘報謝翻案罰霜鋪郡ｏ特選 留共著，．～

　　

㈱
支糎扇擁ぁ

＝勝現制

　　　　　　

数月平均８０時間（休日労働含む）以内

　　　　

◇中小企業

　　　　

［金沢］

　　　　　　　　　　

※ただし、自動車運転業務、建設事業、医師等は、

　　　　

Ｒ２．４．１～

　　　　　　　　　

令和６年３月まで適用が猶予又は除外されます。 ０７６‐２９２‐７９４５

中小企業の割増 ・月６０時間超の時間外労働の割増賃金率を５０％

　

◇中小企業

　　　　

［小松］
賃金率引き上げ

　　

に引き上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｒ５．４．１～
０７６１‐２２‐４３１６

年次有給休暇の‐甥奥義上者墓善書欝慈善誓書普遍季
れ蓋潟の

全

　　　　　

［七尾］取得

　　　　　　　

上塗鎧 ０７６７‐５２‐３２９４

労働時間の状況 ・すべての人の労働時間の状況（出退勤時刻）を

　　　　　　　　　　

［穴水］の把握義務

　　　　

タイムカード等による客観的な方法により把握

産業医への情報提

　

．事業者から産業医への情報提供を充実．強化

　　

◎全ての企業規模

　

０７６８‐５２‐１１４０

供の充実
鱒男娼結…

の事業場 ・産業医の活動と衛生委員会との関係を強化

　　

Ｈ３・．４．・～

フレックスタイ ・フレックスタイム制の「清算期間」を１か月か
ム制の清算期間

　　　

ら３か月に延長
雇用環境‐均等室

勤務間インターノＵし‐謡 ぎ 一品鍵蓮凝 恥 署員ノ
の
夕
出
一覧お

　　　　　

Ｏ７６－２６５‐４４２９

（※努力残務）

　　　　

を確保

　　　　　　　　

・同一企業内の正規と非正規（パート、有期、派，

　

Ｒ２．４．１～
雇用環境．均等室

いわゆる 「同一

　　

遣）との間で、基本給や賞与などのすべての特

　

◇中小企業

　　　　

０７６‐２６５‐４４２９

労働同一賃金」

　　

遇ごとに、不合理な鮭輸鴇差を禁止

　　　　　　　　

Ｒ３．４．１～

　　　　

【派遣関係】

　　　

‐労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

　

◎犠 譲受恕 憂う誓穆扉要塞琵

※「中小企業」の範囲：「小売業（飲食店狩ｄｏｔ）」で資本金の額・出資の総額が６，０００万円以下又は常時雇用する労働者の数が５０人以下。

　

「サービス紫」で資本金の額‐出資０総毅が５，０００万円以下又は常時雇用する労働者の数が１（め人以下。

　　

「卸売業」で資本金の額・出資の

　

総額が１億円以下又は常時雇用する労働者の数が１００人以下。「その他の蜘肌 で資本金の額・出資の総額が３億円以下又は常時雇用する労

　

働者の数がＳＯＯ人以下。

　　　

男１１－）１１１ｌｆｌｌ談・支援コーナー
（労働基準監督署内）

　　

※電話番号は上表に記載

次のような相談に応じています。個別訪問によるご相談にも対応して
いますので、お気軽に、当コーナーにお問合せ下さい。

ロ 時間外・休日労働協定（３６協定）を含む労働時間制度全般９

　　　　　　

　

長時間労働の削減に向けた取組み
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※予算に限りがありますので、 申請期限前に受付を締め切る場合がございます。
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働き方改革推進支援助成金

労働時間短縮．年休促進支援コース
生産性を向上させ、 労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に
取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

慶
璽
騒労働時間適正管理推進コース

生産性を向上させ、 労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組

　　　　

回

　

蝉≦

む中小企業事業主の皆さまを支援します。

　　　　　　　　　　　

※詳細よ、ホームページ等でご確認ください。

業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、 事業場内で最も低い賃金 （事業場内

最低賃金）の引上げを図るための制度ですｏ 生産性向上のための設備投資（機械設備・ 圏
Ｐｏｓシステム等の導入） などを行い、 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

石川県の最低賃金は、令和２年１０月７日から８３３円です。

　　　

※詳細は、ホームページ等でご確認ください。

人材確保等支援助成金（テレワークコース）

鏡額提議護鰯金髪饗謡鉢猿会議誠鎌誓篇慶
ます。 ※詳細は、ホームページ等でご確認ください。

　　

ｇ３つの働き方ＣＨＡＮＧＥ！で、笑顔あふれる職場づくりをｇ

働き方改革推進支援センター
α⑥

助成金を活用した働き方改革など、 『働き方改革』に

　　

蜜ーロ

関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援します。
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－‐１

＜問合先＞

　

石川働き方改革推進 支援センター
【電話】 ０１２０‐３１９３３９
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労働局や労働基準監督署などの窓口に出向く
必要はありません。窓口での待ち時間がなく、
自宅やオフィスにいながら申請や届出ができます。
しかも、２４時間３６５日、いつでも手続が可能です。

申請‐届出用紙の入手は不要。移動費などのコスト
が削減できます。さらにＧビズＩＤやマイナンバー
カードを使うと電子証明書の取得費用もかかりま
せん。

圃

大量の申請書類への記入は大変ですよね。そん
な時、電子申請ならスピーディ。前年度の情報を
取り込め、入力チェック機能や自動計算機能で、
記入漏れや記入ミスを防げます。
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新しい時代を乗り越える
新しい作戦、「６ピズ１Ｄ」。
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労働保険関係手続（一部手続は除く）について、ＧビズＩＤを利用して手続きすることができます。
またＧビズ１Ｄは、各種補助金や社会保険、雇用保険など、会社で必要になるさまざまな申請に対応。

会社や本人を証明する書類の提出が必要なく、スムーズに申請できます。
労働保険関係手続では、「ＧビズＩＤプライム」と「ＧビズＩＤメンバー」のアカウントが使用可能です。

６ビズＩＤに対応している手続については、
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さあ、「ＧビズーＤプライム」を作成して、労働保険の電子申請をはじめよう
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いつでも、 どこでも申請

仕事を効率化するｅ‐Ｇｏｖ電子申請

Ｕ
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電子証明書を用意します。
（Ｇビズ１Ｄアカウントを使用する場合は電子証明書の用意は不要となります。）

アカウントの準備を行います。

ブラウザの設定を確認します。

アプリケ■ションをインストールします。

ー－－－－ノ′

・市販の電子申請用ソフト（ＡＰ１対応ソフト）を利用すれば、さらにメリットがありま霞。
・労働者の情報をソフト内に入力し保存できま重
・当該データを基にワンクリツクで様式が自動作成され、あとはそれを送信するだけです。ぜひ、ご利用をご検討ください。

６ｏｖ電子申請ｈｔｔＰ５：〃～ｈｉｎ～ｅｉ． ｇｏｖ．ｇｏ．ｊｐ／
．●

　

．・

′〆」１１ｒＬ１ｒ１」、

アカウント作成に必要なもの。

●スマートフォン・携帯電話
ワンタイムパスワードをＳＭＳで受信します。

・印鑑（登録）証明書と登録印
法人…印鑑証明書、登録印
個人事業主…印鑑登録証明書、登録印
申請書に押印し、印鑑（登録）証明書と共に
Ｇビズ．Ｄ運用センターに送付します。
※印鑑（登録）証明書は、発行日より３ヶ月以内の原本．

　　

組縦に所属する従業員用のアカウント．ＧビスＩＤプライムを取得した法人代表者・個人事業主本人が

　　

自身のマイページで作成できます．※１また、事業主の代理人（総務部長等）※２又は支店長等が事業

　　　

　

　　

　 　
　 　　 　 　　

　

　

　

　　

許頚慰緊麗誠二鯛繍茎運用す繋番茶“成輔．

　　

※２代理人により申請する場合は代理人選任届の提出が必要．
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